
 

令和８年度後期高齢者医療保険料の通知について  

 

 後期高齢者医療被保険者の方には、毎年７月に前年中の所得をもとにした年間保険料の通知

が送付されます。今年度は以下のような変更点があります。 

【大事なポイント】 

・令和８年度から『子ども・子育て支援金制度』が新たに始まります。 

・後期高齢者医療保険料に『子ども分』が新設されます。 

・保険料の改定がありました。 

 

【子ども・子育て支援金制度について】 

 子ども・子育て支援の充実を図るため、令和８年度から国が新たに創設した制度です。子

どもは成長後、医療や年金などの社会保障制度を支える担い手となることから、子育て支援

は、子育て世帯だけでなく社会全体にとって重要な取組です。 

このため、独身の方や高齢者の方も含め、全ての世代と企業が協力して負担する仕組みと

なっています。 

 

【保険料の計算方法】 
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＜②子ども分＞ 

 

 

 

 

 

問合せ先：あいち後期高齢者医療コールセンター 

     ０５７０－０１１－５５８（年末年始を除いた平日） 

     【各区役所保険年金課又は各支所区民福祉課（保険担当）】 

①医療分 ②子ども分 年間保険料額 

（所得金額―基礎控除

額）×所得割率 10.48％ 

被保険者一人当たり 

56,130 円 

（限度額 85 万円） 

100 円未満切捨て 

所得割額 被保険者均等割額 保険料（年額） 

（所得金額―基礎控除

額）×所得割率 0.25％ 

被保険者一人当たり 

1,362 円 

（限度額 2万 1千円） 

100 円未満切捨て 

所得割額 被保険者均等割額 保険料（年額） 



（令和８年７月送付：Ａ４サイズ２枚） 

 

 

 

（イ）上段が医療分 

下段が子ども分 

の年間保険料額 

（ア）年間保険料額 

（ウ）＜保険料の納付方法（例）＞ 

・年金からの支払い（特徴） 

・口座振替（期別引落）（普徴） 

・納付書払い（普徴） 

（エ）納付方法別でそれぞれの月の納付額が表示 

【１枚目：保険料額の決定についての通知】 

【２枚目：保険料の納付についての通知】 
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